
千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金
国が実施する電気料金の激変緩和措置の対象とならない、特別高圧で受電している中小企業者等の負担の軽減を図るた
めの支援を行います。

千葉県

給付型（※1）

経営改善 / その他

「特別高圧」で電気を受電している「中小企業者等」

2024年6月28日～2024年9月30日

各月の電気使用量に指定単価を乗じた額の合計、ただし、対象期間6か月分の支給額の上
限は1事業者当たり3000万円

令和5年10月1日～令和6年3月31日において、申請する事業所において事業を行っていたこ
と 等

千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金 コールセンター
電話：0120-981-463

https://jimukyoku.site/chiba/koatsujuden/
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